
祉士の議論があったときに、当会でも専門介護福祉士を養成するための研修を行おうとい  

うことで、特定の介護分野における熟練した介護技術と知識を用いて介護実践ができ、他  

の介護福祉士のケアの技術の向上に資する介護福祉士の育成を目的とした研修であります。  

ただ、これにつきましては、まだ試行的な意味合いが強いので、特に（仮称）認定専門介  

護福祉士とさせていただいているところであり、受講時間も余り長過ぎるといけないとい   

うことも配慮しつつ、受講対象者を、ある程度実務経験をきちんと担っている方、それか  

ら、認知症実践者研修を修了している方というふうに絞り込んで、ここに書いてある内容  

の研修を行っているところであり、これについては克と西の2か所で毎年行っているとこ  

ろでございます。   

そのほかに、先ほどのファーストステップ研修、初任者研修を行うに当たって、一定の  

質を担保することとして、講師の養成研修をそれぞれ行っているところでございます。な  

おかつ、できるだけ質の高い研修が行えることとして、カリキュラムの充実とか、テキス   

トの作成などについても充実するように取り組んでいるところでございます。   

それから、介護技術講習主任指導者講習会と指導者講習会とがありますが、これは実技  

試験に代わる介護技術講習会を行うに当たって必要な講師の養成研修でございます。こち  

らも日本介護福祉士会として講師養成を行い、そこで研修を終了した方は、介養協等で行  

っている介護技術講習会において講師として協力したり、介護福祉士の実技試験対策にお   

ける講師をしていただいている状況です。   

そのほかに、一般的な研修としては、全国大会を年に1回行っておりますし、また、で   

きるだけ地域の中でも参加できるようにということで、全国を6つのブロックに分けて、  

ブロック研修会というものを年に1回、各ブロックで行っているところでございます。   

それから、各支部におきましても独自の研修のカリキュラムがあり、それぞれの地域の  

会員のニーズに沿った研修を行っているところでございます。   

研修の実施に当たり、何か課題ということですけれども、先ほどの報告にありましたよ   

うに、できるだけ地域の中で、身近なところでできる研修体制をつく らなければいけない   

ということで、日本介護福祉士会としては、そういうことができるように、講師養成研修  

とか、テキストの作成、ガイドラインの充実等を今、行っているところであります。   

それから、先ほどのアンケートのデータをお聞きしておりますと、研修の参加支援に当  

たり、事業者側と介護者側との意識の違いがあるということがわかりました。事業者側に  

ういてはできるだけ支援しているつもりかもわかりませんけれども、介護職員側にとって  

みれば、そういう支援体制が十分でないということとか、研修内容についても十分学べて  

いない、学べていないことで不安に思っていることがありますので、今後、研修の受講支  

援体制については、施設側、事業者側はこれからもっと手厚く していただきたいと思って  

いるところでございます。   

以上で報告を終わりますこ  

○駒村委員長 ありがとう′ございました。  
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次に、日本ヘルパー協会の方からお願いいたします。  

○因委員 研修の御紹介の前に日ごろから思っていることが2点ありますので述べたいと  

思います。   

まず1つが、基礎研修に対する不安なんですが、もう既にこれは実施されていて、修了  

生がかなり出ております。基礎研修と介護福祉士国家試験の受験要件について触れれば、  

最初は、現場経験2年プラス最大で500時間の基礎研修の修了ということでスタートし、  

現場経験の2年が3年になり、基礎研修の修了に加えて新たに280時間の研修受講が求め  

られております。次々と変わってきていることに修了生は不安を感じていると思います。   

これについて、どう責任を持つのかということは明らかにしていかなければいけないかな  

と思っているところです。既に実施されていることはきちっと考えていかなければいけな  

いのではないかと思っています。   

もう一点は訪問介護員の養成研修ですが、訪問介護員の養成研修であるにもかかわらず、  

施設職員の入口研修になっていることは、ちょっと違うんではないかと思っているんです。  

カリキュラムそのものが訪問介護員を養成するカリキュラムですので、そういう意味では  

施設職員の入口は基礎研修ではないかと思ったりしています。それでは、私どもの研修を  

紹介していきたいと思います。   

まず、この資料につい七は、本部で行う、あるいは本部が関係して行っている資料のみ  

をつけさせていただきました。どこの団体もそうでしょうが、支部で行う研修がたくさん  

ありますが、割愛させていただいております。   

まず、指導者研修を1番に挙げておりますが、各地で指導者を担っている方の研修会を  

行っています。それは、指導者が質を上げるということと、この指導者研修で培ったこと  

を現場に下ろして、現場研修をして現場を上げていくという研修です。一昨日の土曜日に  

この研修を行いまして、今年は、処遇改善交付金で求められているキャリアパスモデル、  

それから、訪問介護員の質をどうとらえるかというコンビタンシーモデルの研究をしまし  

たので、そのこと、それから、訪問介護員への指導方法という3つを行いました。以上が  

指導者研修です。   

そのほかにブロック研修を行っておりまして、ブロック研修の中身については、先ほど  

説明がありましたアンケート調査に出てきている現場職が求める研修に焦点を当てて行っ  

ているところです。   

その下にあります中央研修についても、ほぼ同じような内容の求められている研修を行  

っております。ただ、あの表になかったことを言いますと、例えば、業務範囲の確認とか、  

厚生労働省から通知文がいろいろ出ておりますが、そういうことに対する周知とか、訪問  

介護を取り巻く状況、そして、それにどう対応するかということを、それぞれのブロック  

や中央研修会で行っているところです。   

その下に出前講座というのがありますが、この出前講座は、パートや登録職員がなかな  

か外部研修を受けられない、研修の機会が少ないということですので、私たちが出ていき  
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まして、毎年、全国5か所か6か所、昨年は小笠原にも行きました。研修の機会がないと  

いうことでしたので。受講料は、無料から2，000円程度までと低く抑えて出前講座を行っ  

ております。  

下の方に行って質問2のところですが、課題ということですけれども、日ごろ業務に忙   

殺されておりますし、お休みの日の研修となるとなかなか参加しにくいという課題があり  

ます。それから、研修の情報が伝わりにくいということも挙がってきています。   

質問3は、どういう工夫をしているかというと、こちらから出ていって研修をしようと  

いうことで、・コストを下げて、受けやすい研修をしようということを工夫しています。   

質問4ですが、どういう支援が必要だと思いますかということに関しては、当然、事業  

所、それから、行政の支援をしていただきたいと思っているところです。  

以上です。よろしくお願いいたします。  

○駒村委員長 ありがとうございます。   

続けて、クラフトユニオンからお願いできればと思います。  

○河原委員 よろしくお願いいたします。日本介護クラフトユニオンでございます。   

労働組合でございますので、ステップアップ研修会ということで、10年前に組合をつく  

ってから、毎年2回やっております。我々の組織は全国を9つの、支部と呼んでいますけ  

れども、ブロックに分けまして、1支部が年2回やっていこうということで取り組んでい   

るのがステップアップ研修会でございます。対象者は、すべての職種の方に御案内を申し  

上げております。介護の方たちだけの労働組合でございますので、私たちの使命の1つと  

しt、少しでも皆さんのお役に立てるような教育をしていかなければいけないということ  

で、その都度その都度、いろいろ考えながらやって、去年の例がこれでございます。   

上の方の受験対策につきましては、これはすべての支部、今さっき言いましたブロック   

でやっているということではなくて、近畿の方の支部が数年前からケアマネ、あるいは介  

護福祉士の試験が近づいた時期を見まして、講義編、あるいは模擬試験編ということで勉  

強をしていただいて取り組んでいこうということでやっている特殊な講座でございます。   

私たちのステップアップ研修会なんですけれども、その都度その都度、本部の方で年間  

通じてこれだけはやってほしいというのと、それから、支部が独自で考えたものだとか、  

いろんなエ夫をしているんでございますけれども、そこに書いてありますように、例えば  

「今さ．ら聞けない常識・マナー」などというのもやらせていただきます。これはどういっ  

たことかと言いますと、中には、大変失礼な言い方ですけれども、社会的な常識だとか、  

冠婚葬祭も含めて礼儀の作法みたいなものがいまひとつ理解できない方もいらっしやると  

いうことでございますので、そういったことを知っておくことによって高齢者との接触に   

幾分でも役立つだろうということです。あるいは、御利用者の方から多少無理難題のサー  

ビスを要求されたり、それ以外のことでもあると思いますけれども、それの上手な断り方  

だとか、そんなことをやっております。ここには記載しておりませんけれども、一時期、  

認知症にかかわる講義がずっと続いていたこともございました。  
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あと、下から2番目の古式式介護というんですか、腰痛予防などで、岡田先生という、  

皆さん、御存じかと思いますけれども、これは人気が高いです。   

ただ、質問2にもございますけれども、私たちに何か課題があるかと言いますと、6万  

人の組合員の方たちが対象なんですけれども、時間的なこと、あるいは地域的なことがあ  

って、開催場所が細かく対応できないというのが悩みでございます。これに付随しまして、  

中には、私たちの組合を使って、私たちが行けないことをわかっておりながら、そういう  

ところに開催場所を設定するのはいかがなものかというような、これは毎回あるんですけ  

れども、大変革いところでございます。かといって、やらないというわけにも当然まいり  

ませんので、そういったことでは非常に悩ましい、苦しいところでございますけれども、  

その中でやり続けております。曜日の設定は、平日はなかなかできませんので、土日とさ  

せていただいております。   

上の表で、受講者数が、まあまあ来ているかなと思われるかもしれませんけれども、抽  

選をして、これだけの数に絞ったというわけではなくて、実態としては苦しいところがご  

ざいます。最低でも50人集めたいところが20～30人しか集まらないときには、個別に電  

話をしたりするということは、こういうことを言っていいのかどうかわかりませんが、実  

態としては確かにあります。ですから、内容によって非常に参加数が違うのかなというこ  

とがございます。   

交通費も全部自己負担にしておりますので、なかなか来にくい方もいらっしやるという  

ことで、こういったことも何とか平らにしなければいけないということで、4年前から年  

に2回、あるいは3回、多いときは4回、交通費も全部出しますということで、N C Cフ  

ォーラムというのをやっております。これは著名人の方に来ていただいて講演をしていた  

だいて、いろんな勉強をするんですけれども、交通費を負担するといったときには結構い  

らっしやるということだったので、これからも続けていこうと思います。   

それから、どのような工夫をというのは、さっきの何か課題がありますかということの  

裏返しでございますので、開催場所だとか、かかっているお金の問題だとか、組合員の不  

満をどのように解決していくかということが問題だろうと思います。今、因さんがおっし  

ゃった出前講座というのを私どももやりたいんですけれども、お金もかかることですので、  

それと教育をだれがするのかという物理的な問題があって、なかなか踏み込めなくて、今、  

いい話を聞きましたので、また参考にしたいと思います。   

4番目は、質問が厚生労働省の趣旨と違うかと思いますけれども、各自治体の共同開催  

といいましても、言うは易しで、このことはなかなか難しいんだろうと思います。資格受  

験に関してということで、これは御質問の内容とちょ？と違っていますので、ここ で言う  

のはどうかと思いますけれども、我々がずっと主張しているのは、介護福祉士試験なども、  

試験回数を増やしたり、試験を受ける会場をどんどん増やしてほしいだとか、そういうこ  

とはずっと要請をしております。そんなことを書かせていただきました。   

以上です。  
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○駒村委員長 ありがとうございます。  

続けて、小規模多機能の川原委員、よろしくお願いします。  

○川原委員 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会です。   

私たちの事業者団体は、全国としては3本の研修しかや 

フサポートワークということで、小規模多機能をきちんと理解していただこうという取組  

みが基本です。それに認知症の実践者研修、あるいは小規模多機能の計画作成担当者研修  

を行わせていただいているところです。各地域での連絡会の取組みが基本になっています。   

各地域の連絡会、全国で50か所ぐらいの連絡会が既にできているんですが、今回、このア  

ンケートに出ているのはその一部です。それぞれの連絡会で行政と一緒になって職員をど  

う育てていくか、そのことを追求しているところかなと思っています。小規模多機能につ  

いては、管理者、あるいは計画作成担当者は法的研修があります。ですから、そちらを受  

けているわけなんですが、現場の職員の研修が基本的にない。ですから、その部分を各地   

で連絡会が中心になって行っているという状況です。ただ、小規模の事業所は各事業所で  

の研修というのは限界がある。その地域、地域で集まって研修をやらないと、職員を育て  

る力がない。その現実の中で各地の連絡会が研修を行ってきたところです。   

ただ、研修を就業時間中に、できれば昼間やりたいわけなんですが、そういう時間にや  

っていく と、減算対象になってしまう。職員の基準配置が満たされないと減算になってし   

まうということで、なかなか厳しいところがあります。市町村によって相当違うんですけ   

れども、そこら辺が改善されないと、研修をやりたくてもやれないという意見も多く出て   

きているところです。基本的には、市町村単位ぐらい、市町村でできなければ県単位で研  

修会を開催しながらやらないと、なかなか参加は難しいということかなと思います。   

特に研修の中で大事だと思っているのは、介護職が継続してスキルアップしていくとい  

うことは、仲間がつくれて、その中で自分たちの悩みとか、そういうものを話せる、、そう   

いうネットワークをつくっていかないと、なかなか難しいなというところがあるんで、1  

つの連絡会で難しければ、幾つかの連絡会が意見交換会という形で、例えば、ここにも挙  

がっていますように、霧島とか、大牟田とか、福岡とか、そういうところでの連絡会が集  

まって、職員同士で意見交換会をしていくという形をつく りながらスキルアップを図って   

いるところです。   

その中で意見が出て↓＼るのは、これまでのいろんな研修に出ていますけれども、そうい   

う研修の中で、今、求められている地域包括ケアの中身に関するようなことが、今、私た  

ちにとって一番必要なところが研修にない。その中で、事業者団体として、あるいは各連  

絡会の事業として、それをやらないといけない。そういうところをちゃんとスキルアップ  

の中に位置づけていただきたいということが出ているというところです。   

以上です。  

○駒村委員長 ありがとうございます。   

続けて、在宅介護協会からお願いいたします。  
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